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秋田県農業農村整備工事積算基準書等取扱要領

（平成２３年９月２８日整－１３８４）

（目 的）

第１条 この要領は、秋田県が発注する農業農村整備工事の予定価格を定めるために使

用する農業農村整備工事積算基準書等（以下、「基準書」という。）を公表するにあた

り、公表の範囲及び方法等について、必要な事項を定める。

（公表の範囲）

第２条 公表の対象とする基準書等は、秋田県農林水産部が定めた以下に掲げる図書と

する。

一 農業農村整備工事標準積算基準書（秋田県農林水産部）

二 農業農村整備業務標準積算基準書（秋田県農林水産部）

三 概算単価表（秋田県農林水産部）

四 農業農村整備事業設計積算要領（一般土木）（秋田県農林水産部）

五 農業農村整備事業設計積算要領（調査・測量・設計）（秋田県農林水産部）

六 秋田県農業農村整備事業発注者支援業務実施要綱（秋田県農林水産部）

（公表の方法）

第３条 基準書の公表は、別表１及び別表２に掲げる課所等において、閲覧又は貸出（以

下、「閲覧等」という。）により行うものとする。

２ 閲覧等を行う部数は、別表１及び別表２に掲げるとおりとする。

３ 閲覧等を受けようとする者は、別紙１に掲げる農業農村整備工事積算基準書等閲覧

（貸出）申請書に住所、氏名等を記入するものとする。

ただし、別表１に掲げる課所等においては、別に定める手続きによるものとする。

４ 貸出を受けた者は自己の責任において適正に管理するものとし、むやみに第三者へ

の又貸しや複写の提供を行ってはならないものとする。

５ 閲覧等は、秋田県の休日を定める条例（平成元年秋田県条例第２９号）第１条第１

号に掲げる日を除く日とし、午前９時から午後５時までとする。

６ 貸出した基準書の返却は、貸出日のうちとする。

（更新の時期）

第４条 基準書の更新は第２条第三号及び第六号を除き、原則として毎年１０月の年１

回とする。ただし、これ以外に改定を行った場合は、公表するものとする。

（その他）

第５条 この要領に定めのない事項については、別に定める。
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附 則（平成２３年 ９月２８日整－１３８４）

この要領は、平成２３年１０月 １日から施行する。

附 則（平成２６年 １月２７日整－１７７８ 一部改正）

この要領は、平成２６年 ２月 １日から施行する。

附 則（平成３１年 ２月 ７日整－２００９ 一部改正）

この要領は、平成３１年 ２月１２日から施行する。

附 則（令和 元年 ９月３０日整－１３３０ 一部改正）

この要領は、令和 元年１０月 １日から施行する。

附 則（令和 ４年 ９月２８日整－１２８８ 一部改正）

この要領は、令和 ４年１０月 １日から施行する。

附 則（令和 ５年 ２月 ８日整－２１３０ 一部改正）

この要領は、令和 ５年 ２月１３日から施行する。

附 則（令和 ７年 ３月２８日整－２６４３ 一部改正）

この要領は、令和 ７年 ４月 １日から施行する。
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別表１（第３条関係）

閲覧又は貸出を行う課所等 閲覧又は貸出を行う部数

総務部広報広聴課 ３部

別表２（第３条関係）

閲覧又は貸出を行う課所等 閲覧又は貸出を行う部数

各地域振興局 １部
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別紙１

農業農村整備工事積算基準書等 閲覧（貸出）申請書

下記の農業農村整備工事積算基準書等の閲覧（貸出）を申請します。

閲覧（貸出）年月日 令和 年 月 日

閲覧（貸出）申請者 氏 名：

勤務先：

住 所：

連絡先：

閲覧（貸出）を希望する基準書等の記入欄に○を記入してください。

基準書等 記入欄

農業農村整備工事標準積算基準書（秋田県農林水産部）

農業農村整備業務標準積算基準書（秋田県農林水産部）

概算単価表（秋田県農林水産部）

農業農村整備事業設計積算要領（一般土木）（秋田県農林水産

部）

農業農村整備事業設計積算要領（調査・測量・設計）（秋田県

農林水産部）

秋田県農業農村整備事業発注者支援業務実施要綱（秋田県農林

水産部）

（注意事項）

１）貸出した基準書等の返却日は、当日となっております。


